
構造安全性能証明書 

 

建物名称  

所 在 地  

規 模 地下    階、地上    階、塔屋    階 

 

 上記建物については、以下のいずれかの基準に該当しており、所要の構造安全性

能を有していることを証明します。 

 

 

□ 構造計算により構造安全性が確かめられた住宅であること 

 

□ 令和７年４月に施行した、建築基準法における壁量及び小径の基準により構造 

安全性が確かめられた住宅であること（床面積が 300 ㎡以下の場合に限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 令和   年   月   日 

（一級・二級・木造）建築士登録番号  

建築士の氏名  ※１ 

建築士の連絡先  ※２ 

建築士事務所名  

知事登録  号 

所在地  

連絡先  

 

※１当該建築物を設計することができる資格を有する者が証明し、   

建築士免許書又は建築士登録証明書の写しを添付してください。  

※２携帯電話等、日中連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。 


